
 1

令和 2年度第２回成田市健康づくり推進協議会会議録 

 

1 開催日時 
  令和 3 年 3 月 25 日(木) 午後 2 時～午後 3 時 
 
2 開催場所 
  成田市赤坂 1 丁目 3 番地 1 
  成田市保健福祉館 検診室 
 
3 出席者  
  (委員) 
  國保委員、富澤委員、木内委員、藤﨑委員、京増委員、 
  下田委員、高木委員、小森委員、髙田委員 
  (事務局) 

   田中健康こども部長、門井健康増進課長、太田主幹、谷下田主幹 
三上係長、奥副主査 

     
 
4 委嘱状交付 

健康こども部長から委嘱状の交付 
成田青年会議所 副理事長 下田 健一郎 
  

5 会長あいさつ 
 
6 健康こども部長あいさつ 
 
7 議題 

①  議案第 1号 令和３年度健康増進課事業計画（案） 

②  その他 
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8 議事の内容  
① 議案第１号 令和 3年度健康増進課事業計画（案）について 

令和３年度健康増進課事業計画（案）について、事務局より係ごとに説明を 
行った。 

・管理係所管業務について三上係長より説明 

・成人保健係所管業務について太田主幹より説明 

・母子保健係所管業務について谷下田主幹より説明 

 

※主な質疑応答は以下のとおり 

   委 員：新型コロナウイルス感染症の影響で、講演会などの健康づくり事業

が開催できなくなっているようだが、3 月 27 日に予定している Web

講演会の市民の反応はどうか。Web 開催となると、いつも講演会に

来てくれている高齢者の方等は参加できなくなるのでは。参加申込

状況は。 

   事務局：現時点で、100 名定員のところ 80 名の方に申込みいただいているが、

申込者の年代については、講演後のアンケートで伺う予定のため把

握できていない。申し込み者の中には、Web は難しそうなのでキャ

ンセルしたいという方もいれば、直接窓口へ操作方法を教わりにく

る方もいた。ただ、例年よりは若めの参加者が多くなるような印象

を受けている。 

 

委 員：健診事業とコロナワクチンの集団接種事業の会場が重なってしまう

ことなどはあるか。 

   事務局：今の時点では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大がないものと

して予定を組み、保健福祉館を主な会場として押さえており、中で

もメイン会場となる検診室は、両事業が重ならないよう計画を立て

進めているところである。 

 

委 員：高齢者の PCR 検査助成事業について、助成対象が 65 歳以上の検査希

望者ということだが、65 歳未満の基礎疾患がある方など、助成の対

象として検討はあったのか。 

   事務局：市内に基礎疾患のある方がどれくらいいるのか把握が難しいことと、

検査を行う医療機関側の負担を考えて、重症化リスクの高い高齢者

の方から助成をするものである。 

 

委 員：乳幼児健診について、新型コロナウイルス感染症の影響により、密

を避けるために現在予約制とういう体制をとっており、来られる方
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も待ち時間を短縮できてとても良いと思う。今後、新型コロナウイ

ルス感染症が収束した後もこの予約制を継続する予定はあるのか。 

   事務局：予約制により待ち時間の短縮ができることから、お母さん方からも

今後も継続してもらいたいとの声があがっているため、今後も予約

制を継続していくことを検討している。ただ、これまでの集団健診

でみられた待ち時間のなかでの親子の交流や仲間づくりの機会が減

ってしまうという懸念もあるため、状況をみて検討していく。 

 

委 員：今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、保健所での手続きや

健康づくり事業を従来どおり実施することができず、３密を避ける

などの工夫や根本的な事業実施方法の見直し等をせざるを得なかっ

た。来年度の健康増進課事業計画をみて、新しい生活様式の中で工

夫、見直しを行いながら健康づくり事業を実施されるとのことで、

今後も市と保健所とで協力して健康づくり事業に取り組んでいきた

い。 

  

委 員：急病診療所や医療相談ほっとライン事業の外国語対応について、英

語や中国語、韓国語などの医療通訳の配置はされているのか。 

   事務局：急病診療所については、スマートフォン等を活用しながら勤務して

いる医療事務員や看護師等で対応できる範囲で対応している状況で、

医療通訳の配置まではできていない。医療相談ほっとライン事業に

ついては、外国語対応はしていないが、実際に通訳が必要な外国人

からの相談があるかまでは把握できていないので、業者に該当件数

等を確認して今後の対応を検討していきたいと考えている。 

 

委 員：独居老人等の生活相談窓口はどこになるのか。 

   事務局：保健福祉館内にある、ほっとすまいるセンターという窓口では障が

いがあるなしに関わらず全般的な相談を受け付けている。健康増進

課に相談があった場合も対応可能な範囲で対応し、必要があればほ

っとすまいるセンターを紹介することもある。困っている方が、相

談窓口がなく困ることのないよう対応をしている。 

委 員：社会福祉協議会においても、暮らしサポート成田という生活と仕事

の総合相談窓口を開設しており、相談は社会福祉専門職が受け、一

緒に解決できるよう支援している。 

 

 

原案どおり承認 
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9 傍聴者 

傍聴者 0 人 

     

10 次回開催日時 

    第 1 回 令和 3 年 7 月 29 日（木）午後 2 時～（予定） 


